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平成２４年度　実施計画・事務事業評価（事後評価）シート【特別会計用】
実施計画
１　基本事項

部等名 市民福祉部 課等名 健康増進課 記入者名 谷川　弘之 内線 145

事務事業名 保健事業充実事業 事業期間 平成 18 年度 平成 年度

総合計画上の
位置付け

基本方針 思いやりと温かさがはぐくむ健康・福祉のまちづくり

施　　策 医療保険と年金の充実

細 施 策 国民健康保険事業の充実

根拠法令・条例、関連計画等
国民健康保険法、出水市国民健康保険条例、出水市国民健康保険はり、きゅう
施術料の助成に関する規則

　予算細々目名 会計 款 項 目 細目
はり、きゅう施術料補助事業費 02 08 01 01 002

２　事務事業の目的（何のためにするのですか）

出水市国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を図る。

３　事務事業の概要

H23年度の事業概要
H24年度の

事業概要・計画
H25年度の事業計画 H26年度の事業計画

はり、きゅうの施術を受け
た被保険者に対し補助金を
交付する。

１回当たり７００円の補助
１年度当たり４０回以内
（利用券は、その年度内に
限り利用可）

Ｈ23実績　12,846回

はり、きゅうの施術を受け
た被保険者に対し補助金を
交付する。

１回当たり７００円の補助
１年度当たり４０回以内
（利用券は、その年度内に
限り利用可）

Ｈ24計画　13,500回

Ｈ２４年度事業の継続 Ｈ２５年度事業の継続

４　事務事業の対象・手段・意図
　対象（誰・何に対して行う事業ですか） 手段（対象に対してどのような活動を行うのですか）

出水市国民健康保険被保険者
・はり、きゅうの施術を受けた被保険者に対し補助金を交付
・補助金は、受取委任払いにより施術者に交付

　意図（活動により対象をどのような状態にしたいのですか）

被保険者の健康の保持増進
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※　活動指標・・・事業内容を示す数値（ボランティア講座開催回数、道路整備延長距離など）
※　成果指標・・・施策・事務事業の目的達成度を示す数値（ボランティア実施者数、渋滞緩和率など）

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

□ 拡大 ■ 継続 □ 改善
□ 統合・縮小 □ 廃止・休止

事務事業評価（事後評価）
１　指標の推移

区分 指 標 名 単位
23年度 24年度 25年度 26年度 最終目標
実績 目標 目標 目標 年度 目標値

活
動
指
標

① 利用者数 人 910 910 910 910

② 利用券交付枚数 枚 24,280 27,000 27,500 28,000

成
果
指
標

① 補助回数 回 12,846 13,500 13,750 14,000

②

２　評　　　価

有
効
性

　成果指標又は実施計画の意図を向上させる余地はないですか

■ な　い 理由

本人の疾病状況によるものであり、保険者側から勧奨するような事業ではないため。
□ あ　る

　廃止・休止した場合の影響はありますか

■ あ　る 理由

４０年以上実施しており、年間１，０００人弱の被保険者が利用している非常に定着した事業であ
るため。□ な　い

効
率
性

　成果指標を下げずにコスト削減の余地はないですか
（成果指標がない場合は、単純にコスト削減について記入してください）

□ な　い 理由

利用実績を検証し、補助回数について再検討を行うことにより、補助金の削減が可能と思われる。
■ あ　る

　類似事業の有無と統合の可能性はないですか（市以外の取組含む）

■ な　い 理由

医療保険者の保健事業として実施している事業のため。
□ あ　る

　市と受益者との負担割合は妥当ですか（受益者負担がある場合に記入してください）

■ は　い 理由

施術費に対する一部助成であり、妥当なものと考える。
（施術費１回あたり３千円～４千円くらい）□ いいえ

そ
の
他

　他の市町村では実施している事業ですか（県内の他市の状況等を具体的に記入してください）

県内のほとんどの保険者が実施しており、補助金額は１回当たり２００円から１，１００円であり、
補助回数は年１０回から年６０回となっている。

３　今後の方向性、改善案等（一次評価）
　今後の方向性（総合評価） 　方向性の理由、改善案等

利用実績を検証し、補助回数について再検討を行う必要があると思う
が、長年行っている事業であり慎重に検討する必要があると考える。

４　今後の方向性、改善案等（二次評価）
　今後の方向性（総合評価） 　方向性の理由、改善案等

被保険者の健康の保持増進を図るため継続とする。

５　今後の方向性、改善案等（最終評価）
　今後の方向性（総合評価） 　方向性の理由、改善案等

二次評価と同様に継続とするが、補助制度についてのポスターを掲示す
るなど、広く対象者に周知を行い、被保険者の健康の保持増進を図る必
要がある。


